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令和７年度 第２回 交野市放課後児童会運営委員会 会議録 

日  時 

 

 

 

場  所 

 

出席委員 

 

 

事 務 局 

 

 

傍 聴 者 

 

案  件 

 

 

 

資料 

令和７年１１月１９日（木） 

開会 午後７時 00分  閉会 午後８時００分 

 

 

保健福祉総合センター２階 心電図検査室 

 

北委員、勇委員、平田委員、足立委員、伊賀委員、亀田委員、太田委員、畑中委

員、川上委員、井上委員 

 

山本市長、健やか部島田部長、森山次長、子育て支援課 今村課長、岡本課長代

理、松浦課長代理、中島係長、西村主任 

 

なし 

 

（１）放課後児童会会費の見直しについて 

（２）放課後児童会育成活動費の取り扱いについて 

（３）その他 

 

・次第 

・資料１ 放課後児童会会費の見直しについて 

・資料２ 放課後児童会育成活動費の取り扱いについて 

・資料３ こどもの声アンケートについて 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻となりましたので、ただ今から令和７年度第２回交野市放課後児童会運営

委員会を開催させていただきます。 

本日は、公私ご多忙のところ、ご出席いただきまして、ありがとうございます。 

私、事務局を担当しております、子育て支援課の松浦と申します。どうぞよろ

しくお願い致します。 

開催にあたりまして、山本市長よりご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

          ＜ 市 長 挨 拶 ＞ 

 

山本市長につきましては、公務のためここで退席させていただきます。 

 

＜ 市 長 退 出 ＞ 

 

＜ 事務局より資料確認及び説明 ＞ 

 

それでは、ここからの会議の進行につきましたは、伊賀会長にお願い申しあげ
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会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

ます。伊賀会長、よろしくお願いいたします。 

 

         ＜ 会 長 挨 拶 ＞ 

 

 それでは、本日の委員の出席状況について、事務局より報告をお願いします。 

  

 本日の委員の出席状況を報告いたします。委員１４名中９名の委員にご出席を

いただいており、出席委員が過半数となっておりますので、交野市放課後児童会

運営委員会会則第６条第２項により、本運営委員会が成立していることをご報告

いたします。 

 なお、高貝委員、宇野木委員、栗田委員におかれましては、所用のため欠席の

ご報告をいただいております。 

 委員の出席状況につきましては以上でございます。 

 

 ありがとうございます。次に、本日の会議の公開についてお諮りいたします。

本日の会議は、公開としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

         ＜ 異議なしの声 ＞ 

 

 ありがとうございます。ご異議がないようですので、公開にしたいと思います。

傍聴者の方は、いらっしゃいますか。 

 

 ございません。 

 

 それでは令和７年度第２回交野市放課後児童会運営委員会の議題に入りたいと

思います。 

 では、案件（１）放課後児童会会費の見直しについて、事務局より説明をお願

いいたします。 

 

 ご説明させていただきます。 

 

       ＜ 資料１について説明 ＞ 

 

 ただ今の説明では、放課後児童会会費が令和８年度から、6,000円に改定され

るという報告でした。ご意見、ご質問等がございましたらお願いします。 

 

＜ 質問なし ＞ 

 

 次に案件（２）放課後児童会育成活動費の取り扱いについて、事務局より説明

をお願いします。 

 

 ご説明させていただきます。 
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会長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

会長 

       ＜ 資料２について説明 ＞ 

  

ただいま２点、公金化と繰越金についての説明がありました。説明では育成活

動費を令和８年度より市の会計に組み入れ、公金化することにより、収支の透明

性を高めるとともに、児童会ごとの差をなくし、指導員の負担軽減につながるこ

と、個人に帰属していた教材を備品化することで保護者負担の軽減を図る、とい

う内容でございました。 

１点目の公金化について、ご意見やご質問はございますか。 

  

 現在の育成活動費 3,010 円のうちの 10 円はどちらに記載されていますか。

ここには、3,000円としか記載されていませんが。 

 

 この資料につきましては、おやつ代として 2,100円、教材費が 900円とお示

ししています。10 円は実際に徴収しておりますが、おやつ代に充てているもの

ではないので記載しておりませんが、来年度の決算報告の際は記載させていただ

きます。今回の資料はおやつ代の積算根拠が分かるように記載しています。 

 

 令和８年度からは、2,510円になりますか。 

 

 おやつ代は、2,500円になります。  

  

 他にご意見、ご質問等ありませんか。 

 

 話は変わりますが、アレルギー等によって、おやつの提供を受けない児童につ

いては徴収しない。また、アレルギーがあって児童会におやつを持ってくる子も

いると思います。 

アレルギーの有無は指導員の先生が一番よくわかっていると思いますが、委託

で一括購入になった場合、アレルギー児童の対応はどのようになりますか。 

 

 委託する際は、基準を設けます。アレルギーのある児童に関しても出来るだけ

おやつを提供したいと考えております。質が下がることがないように、アレルギ

ーの表示や代替食の提案をしていただき、組み合わせを考えてアレルギーのある

児童にも提供できるよう考えております。 

 

 委託した業者の方が選別するのですか。 

 

 委託事業者を公募する際の条件に、アレルギー対応及びアレルゲンの表示、栄

養分の記載や１週間ごとのメニュー提示を求めたいと考えています。現場では、

おやつのメニューを調整し、提供することを想定しています。 

 

 ありがとうございます。 

 

 それでは続きまして２点目、育成活動費の繰越金について。 
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委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

事務局から児童の健全な育成を図るため、各児童会の活動に必要な備品の購入

や、継承され長期的に児童が使用できる教材に充てる、という提案がありました

が、委員の皆さま、ご意見やご質問などがございましたらお願いいたします。 

 

 公金化されても残額は繰越金として繰越ししてもらえますか。 

 

 繰越金は公金化ではなく、今年度、各児童会で適切に全額執行したいと考えて

います。令和８年度に公金化した場合、基本的に繰越金は存在しません。 

 

繰越金は現時点で、500万円程度ありますよね。 

 

 はい、その通りです。 

 

 公金化して今年度全額執行するのは良いと思いますが、例えば来年度まで繰越

金が 300 万円残ったとして、来年度公金化してこれが歳入になるなら、再来年

度の繰越金が 0になるのか、繰り越して 300万円が残るのかどちらですか。 

 

 繰越金については公金化することはありませんので、今年度中に全額執行しま

す。事務局側の提案としましては、各児童会に必要な物品を購入し、もし端数が

出た場合は、市へ寄付していただきたいと考えております。 

 

 今から必要なものを選定し、全額執行するということですね。 

 

 はい、その通りです。 

 

 購入するものは、誰の希望によって選定されますか。 

 

 まずは現場の指導員の声、あとはこども達の声になります。後ほどアンケート

の結果をお伝えしますが、現場のこどもの声、必要に応じて保護者の方々の声も

聞きながら、どのようなものが一番良いのかを考えて購入したいと思っています。 

 

 指導員の先生方に意見を聞いて市で最終決定して購入するということですね。

分配の計画はどのようになっていますか。 

 

 現在、各児童会で管理しており残金がありますので、各児童会で残金をどのよ

うに運用するか考えております。 

 

 各児童会の繰越金を指導員に聞いて運用されるということですね。 

 ちなみに年度末までに繰越金を使い切れるのでしょうか。 

 

 現時点で事務局の中でもどのようなものが良いのか、いろいろと考えておりま

すが、こども達にもアンケートをとっておりますので、その辺も踏まえて出来る

限り全額執行するように考えております。 
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委員 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

委員 

 

会長 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 保護者の方にはアンケートはないのですか。例えば自分の家の話をしたら、こ

どもが家に入れないくらい靴下を汚して帰ってきます。上靴や外履きで歩いてい

る場所を、児童会の運用上、靴下で過ごしています。保護者としては、すごく嫌

でも、こどもは気にしてないというようなギャップがあって、お金を使える時に

環境整備をしてほしいという保護者の声は、こども達が希望するおもちゃを買っ

てほしいという声よりは大事なのかなという目線もあるので、こども達や先生だ

けではなくて保護者の声も聞いてほしいです。 

 

 指導員やこどもの声、それから保護者の声も聞いていただけるよう、よろしく

お願いします。 

 

 例えば絨毯の張り替えには使えないのですか。 

  

 絨毯や畳などの要望はいただいております。そちらについては市の予算で計画

的に整備してきたいと考えています。育成活動費については、児童会でこども達

に還元されるものをと考えております。 

 

 わかりました。カーテンのクリーニングとかエアコンのクリーニングなども、

市の予算で執行されるのですね。 

 

 その件について、来年度どのように進めていくかを検討しています。 

 

 わかりました。ありがとうございます。 

 

 各児童会に残っているお金と、どのようなものが良いかを考えていただいて、

今年度中に支出していただくという考えでよろしかったでしょうか。 

 

 はい。その通りです。 

 

 内容については、市で協議し、いつまでに、どのようなものを購入していくか、

また、これは市が購入するなど、指導員等と相談しながらやっていくということ

で最終的に 0になるということですね。他委員の皆さまどうでしょうか。 

 

 今まで繰越金という概念があったのであまり気にしていなかったのですが、公

金化になって次年度繰り越さないのであれば、例えば、節約して児童会ごとに年

間 10 万円、20 万円執行残が出てきた場合、自分達が払ったものは自分達のこ

どものために使い切ってほしいと思うのですが、そういった帳尻合わせというの

はありますか。 

 

 おやつ代に関しては実費徴収するので全額執行します。教材費に関しては、保

護者負担がゼロになりますが、今後は、市の方で各児童会の予算を立て、計画的

に執行していただくことになります。 
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委員 

 

事務局 

 

委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

委員 

 

会長 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

 保護者負担分は、ないということですか。 

 

 その通りです。 

 

 わかりました。 

 

 育成活動費の繰越金について、今事務局からご提案がありましたように各児童

会の活動に活かすために必要な備品、継続して使用出来るような教材に充てると

いう方針でよろしいでしょうか。 

 

 それでは繰越金については、各児童会で児童会活動に活かせる備品や教材等の

購入にあてるといる方針で決定といたします。よろしくお願いいたします。なお、

先ほどの資料２ 今後のスケジュールに記載がありますように、令和 8 年度に本

委員会を開催し、令和７年度の育成活動費の決算報告の際に、今回の繰越金の使

途につきましても、ご報告をお願いします。 

 

 それでは、案件（３）その他ですが、事務局何かございますか。 

 

 案件（３）その他、こどもの声アンケートを実施しましたので、ご報告いたし

ます。 

 

 ＜ 事務局より報告 ＞ 

  

 ありがとうございました。ただ今の説明に対して、ご意見、ご質問等がござい

ましたらお願いします。 

 

 ないようですので、本日の案件について確認等ございますか。これで終了にな

りますが、よろしいですか。 

 

 これ以外の質問ですが、よろしいでしょうか。 

 

 はい。 

 

 山本市長のご挨拶の中で、放課後児童会の環境整備についてお話があったと思

いますが、もし今の段階でスケジュール感などわかれば教えていただきたいです。 

 

 トイレの改修について来年度、再来年度から順次始めていくことは聞いており

ますが、私共もまだはっきりしたスケジュールは把握しておりません。 

 

 なぜ、この質問をさせていただいたかというと、放課後児童会の環境も変えて

いかないといけないと思っています。今お話しがあったとおり、靴下が汚れるこ

とも大変なことなので、学校で学習した後、保護者の方がお迎えに来られるまで
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会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

の間、過ごす大事な部屋なので、学校としても協力させていただきたいのですが、

年度途中でこの教室を空けてくださいという話になると、各教室それぞれ特別教

室も含めて４月より早い段階、今年度中に計画をたてますので、年度途中、例え

ば夏休み前から工事が入るから急に、という話になっても対応が難しいかなと思

います。放課後児童会の部屋が工事をしている間は、他の部屋、例えば藤が尾小

学校で言うと、２部屋から３部屋ぐらい別の場所を探さなくてはいけないのです

けれども、そこがなかなか難しい部分もありますので、出来れば来年工事に入る

のであれば１月とか２月の時点でスケジュール感を校長会の方でお示しいただく

と学校としても最大限ご協力できると思います。 

あと星田小学校に勤務していたこともありますが、その時は星田小学校の場合、

放課後児童会の部屋が１部屋、少人数教室が終わった後にという話になりますの

で、そうなると部屋がない学校も出てくる可能性があります。藤が尾もそうです

けれど、今後、児童数が増えた場合に、もう１部屋もう１部屋というように普通

教室に転換していかなければならない可能性もございますので、大変申し訳ない

のですが、もしそういうことがあったら早めにスケジュール感を教えていただい

たら有難いと思いますのでよろしくお願いします。 

 

 部屋については今使っている部屋を改装するという意味合いでしょうか。新た

にという意味ではないですね。まず現状の中でということですね。 

 

 市長のお話ですと、工事している間は他の部屋を提供しないとこども達の行く

ところがないと思います。学校によってはその間プレハブを建てることが不可能

な学校もありますので、多分工事をしている間は別の部屋が必要になると思いま

す。そうなると学校としても早い段階で、この教室をお願いしますということに

ならないと、こども達が一番かわいそうなので。 

 

 多分、ランチルームとか、夏休みになるのかなど、時期についても学校の方と

相談しまして、早めに言っていただけたら調整しやすいというのと、あと学校に

よってもプレハブがあるところはプレハブということになりますし、教室もたく

さんありますので、事前に調整にしていただくと、よりスムーズにいくと思いま

すので、是非よろしくお願いします。 

 

 先ほど伝え漏れたのですが、保護者アンケートをする際に、繰越金の使途につ

いて内容をお示しいただきアンケートしていただくと幸いです。お誕生日会や特

別メニューのランチなどを児童会のお金、もしくは父母会のお金で支出するなど、

各児童会でばらつきがあり、同じ市の児童会で差が出ているので、今後公金化す

るのにあたり均一のルールや予算など、行事も是正が必要なのか。ただそういっ

た行事等が無くなるのも非常に残念です。今後、どのように運営していくのかを

精査していただけたら有難いです。以上です。 

   

 ご指摘のありました通り、児童会によっては保護者会主催のイベント、育成活

動費を使用したイベントなど、また入会児童数の多いところはイベント回数が少

ないなどがあります。今回提案させていただいたことによって各児童会の均一化、
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会長 

 

 

 

 

 

 

各児童会によるイベント数の違いなども是正していけると考えておりますので、

ご理解よろしくお願いいたします。 

 

 他どうでしょうか。事務局からの連絡はありませんか。 

 

ないようですので、令和７年度第２回放課後児童会運営委員会を終了させてい

ただきます。 

皆さまにおかれましては、円滑な議事進行にご協力いただきありがとうござい

ました。これにて閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 


